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【特に留意いただきたい事項】※詳細は本募集要領をご確認ください。 

 

● 本補助金の申請・交付は、先着順ではありません。 

● 補助金の申請に当たっては、本募集要領を必ず御確認願います。 

● 申請のあった補助金額の全額に対して、補助金の交付決定を保証する

ものではありません。提出された「補助金交付申請書」の内容を審査し

た上で交付決定の額を決定してお知らせします。また、その際に、補助

金の不交付決定（補助金を受け取れないこと）や交付申請額から減額し

て交付決定をする場合があります。 

● 本補助金においては、青森県東方沖地震に係る災害救助法の適用日

（令和７年12月８日）以降に発注した経費を補助対象経費に含めること

が可能です。（補助金申請前に発注・支払済の経費や、補助金申請後か

ら交付決定前までに発注した経費も補助対象です。） 

● 補助金の支払は確定払（事業完了後）となりますので、補助事業遂行

の際には自己負担が必要となります。 

● 窓口の混雑が予想されることから、申請書類の提出方法は郵送又は電

子メールを推奨します。 

※ 受付・内容確認の後に市担当者から到着の連絡をします。 

※ 申請書類の内容が軽微な不備であれば受理しますが、著しい不備がある場合は不

受理とするときがあります。 

※ 窓口への持参による提出でも受付は行いますが、混雑が予想されるほか、担当者

が不在の場合は書類を受け取るのみとさせていただき、内容確認はできない場合が

あります。 

● 補助金の申請に当たっては、市商工課窓口での事前相談が可能です。

事前相談を希望する場合は、まずはメール又は電話により市商工課まで

御連絡ください。 

 

※ メール又は電話により事前相談の予約をされた方を優先して対応します。 

※ 担当者が相談対応中又は不在の場合は対応ができないときがあります。 

※ 申請期限間近になると混雑が予想されますので、十分な余裕をもって御相談くだ

さい。 
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